
 

令和 ８年 ５月１９日 

 

現 場 説 明 書 及 び 現 場 説 明 に 対 す る 質 問 回 答 書 

工事名 （都）塩田町誉田町線（塩田町地区）橋梁下部工工事（７－２） 

質  問  事  項 回        答 

１．下記の単価について教えてください。 

①建設汚泥処分費 

(単-5号) 

②生コンクリート 

24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 

(単-42号) 

 

２．別紙 1 設計単価一覧表に記載がある名称：

SC杭+PHC杭 規格：杭体内補強鉄筋含 P6橋脚

部の単価は各橋脚 上杭のみの単価もしくは

上・中・下杭の合計金額のどちらが正しいか教

えてください。  

 

３．土質等試験費は諸経費率の対象でしょう

か。対象でなければ対象でないもの(共通仮設

費(率計上)・現場管理費・一般管理費)を教え

てください。(単-34号) 

 

４．橋脚躯体工-支承部箱抜き工(単-14、28号)

について材料費のみの計上となっているが、設

計変更の対象と考えて宜しいか教えてくださ

い。 

 

５．工事用水について設計書計上されていな 

いが、無償支給して頂けると考えて宜しいか教

えてください。 

 

６．P7橋脚(SC+PHC)杭詳細図(図面番号：全 17 

葉のうち第 14号)に記載のボーリング柱状図よ

り地下水位が高いことが読み取れますが、床掘

時の水替え工は変更対象になると考えて宜し

いか教えてください。 

 

 

１． 

①建設汚泥処分費 

公表しておりません 

②生コンクリート  

積算基準（設計単価編）に記載のとおりです。 

 

 

２．上・中・下杭の合計金額です。 

 

 

 

 

 

３．土質等試験費(単-34 号)で計上する項目は、

全ての間接費対象外です。 

 

 

 

４．協議により必要と認められる場合は、設計 

  変更の対象とします。 

 

 

 

５．協議により必要と認められる場合は、設計 

  変更の対象とします。 

 

 

６．協議により必要と認められる場合は、設計 

  変更の対象とします。 

 

 

 

 

 



 

 

※ 提出にあたっては電子メールで所定の期限内に行ってください。 

  なお、押印の必要はありません。 

７．既製杭工について、中詰めコンクリート 

打設時に使用する吊型枠が設計書に計上され

ておりませんが変更対象になると考えて宜し

いか教えてください。 

 

 

 

 

              

７．協議により必要と認められる場合は、設計 

  変更の対象とします。 

                     


